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令和５年度 厚生労働省関係の主な制度変更をチェックしておきましょう

厚生労働省から、令和５年度の労働保険の年度更新について、お知らせがありました。そのポイ
ントを確認しておきましょう。

令和５年度がスタートしたところですが、さまざまな制度変更が行われ、新しい制度での行政
の運営が本格化していきます。令和５年４月からの厚生労働省関係の制度変更にはどのようなもの 

があるのか？ 企業実務に影響がありそうな事項をチェックしておきましょう。

････････････････････令和５年４月からの厚生労働省関係の制度変更 重要事項をチェック･･････････････････

令和５年度労働保険の年度更新 令和４年度確定保険料の算定方法に注意

★おおむね、これまでにも紹介していた制度変更ですが、今一度確認しておきましょう。対応についてご不明
な点は、気軽にご相談ください。

□ 月 60 時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ（中小企業） 

【主な対象者：中小企業で働く労働者とその使用者】

・中小企業の月 時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を ％から ％に引き上げる。
□ 賃金のデジタル払い制度の開始【主な対象者：事業者、労働者等の関係者】 

・従来から認められていた銀行口座等に加え、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への賃金支払
を認める。 

□ 男性労働者の育児休業取得状況の公表の義務化 

【主な対象者：常時雇用する労働者が 1,000 人を超える企業】

・従業員が 人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年１回公表すること
が義務付けられる。 

□ 雇用保険料率の変更【主な対象者：労働者及び事業主】 

・令和５年度の失業等給付に係る雇用保険料率を８／ とする（令和４年
令和５年３月は６／ ）。 
 ※これを労使折半する。合わせて、育児休業給付に係る分を労使折半し、二事業に
係る分を事業主が負担する。 
⇒一般の事業における雇用保険料率（令和５年度）は、 ／ （労働者負担分 
は６／ 、事業主負担分は ／ ）となる。

･･････････････････････････････令和５年度労働保険の年度更新のポイント･･････････････････････････････

（次ページへ続く）

□ 令和５年度の年度更新期間は、令和５年６月１日（木）～７月 10日（月） 

□ 注意点：令和４年度確定保険料算定方法 

令和５年度労働保険の年度更新では、令和４年度の雇用保険率が年度途中で変更されたことに伴い、令和
４年度の確定保険料の算定方法が、次のように、適用事業の種類によって異なってきます。 
●「一元適用事業」及び「二元適用事業（雇用保険）」の場合は、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分

日）と後期（令和４年
月 日）に分けて算出します。 
※具体的な手順は次ページで紹介



令和６年４月からの無期転換ルール及び労働契約関係の明確化

令和５年３月 日、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
施行規則の一部を改正する省令（令和 年厚生労働省令第 号）」などが公布され、令和６年 

４月１日から、無期転換ルール及び労働契約関係の明確化が図られることになりました。厚生労働省のリーフ 
レットから、そのポイントを紹介します。  

･･････････････厚労省のリーフレット「2024 年４月から労働条件明示のルールが変わります」より･･････････････

★施行は少し先ですが、改正の概要は知っておきたいところです。必要であれば、リーフレットなどを交えて
説明させていただきます。気軽にお声掛けください。 

★通常の企業は、一元適用事業に当たります。令和４年度の確定保険料の算定方法が例年とは異なる手順とな
りますので、注意したいところです。自社で年度更新の手続を行っている場合には、不明な点が出てくるかも
しれません。その際には、気軽にお尋ねください。

⇒具体的には、次の手順で算定 
１ 「確定保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表」に賃金の総額を記入し、前期・後期別に集計します。
２ 「確定保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表」の下段に新規に設けた「令和４年度確定保険料算
定内訳」欄を使用し、保険料算定基礎額と保険料額を前期・後期別に算出します。 

３ ２で算出した保険料算定基礎額と保険料額を、年度更新申告書の下段に新規に設けた「 期
間別確定保険料算定内訳」欄及び申告書中段の「確定保険料算定内訳」欄に各々転記します。 

●「二元適用事業（労災保険）」の場合は、令和 年度の確定保険料の算定方法は例年と変更ありません。 
また、一般拠出金及び特別加入保険料の算定方法についても例年とは変更ありません。



5/10 月分の の納付

5/15  障害者雇用納付金の申告と納付期限 
 障害者雇用調整金の申請期限

5/31 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 
月決算法人の確定申告と納税・ 月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 
月・ 月・ 月決算法人の消費税の中間申告（決算応当日まで） 

 自動車税（都道府県の指定日まで）・軽自動車税の納付（市町村の指定日まで） 

お仕事 

カレンダー

５月

令和５年度の業務改善助成金についてお知らせ（厚労省）

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を 円以上引き上げ、生産性
向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。令和５
年度の申請期限等が公表されましたので、確認しておきましょう。

･･････････････････････････････令和５年度の業務改善助成金のポイント･･････････････････････････････

□ 申請期限：令和６年１月 日 
□ 助成内容については、令和４年度の助成内容から変更はありません。 
  ただし、事業完了期限や助成金お支払いの手続きは一部変更。 
【変更点】・事業完了期限は、令和６年２月 日まで。 
       （やむを得ない理由があるときは、任意の理由書を添付することにより、事業完了期限が令和

６年３月
・昨年度までは「支払請求書」の送付後に助成金を支払っていたが、「実績報告書」と同時に提出し
てもらう「支給申請書」に基づき支払う。 

確 認 助成内容 

★各企業が賃上げに取り組んでおり、乗り遅れると、人材の確保が難しくなるかもしれません。上記の助成金の要件に
該当する場合は、利用を考えてみるとよいかもしれません。


